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氏  名 住       所
活動区域の
名称 

地                 域 

能登探世

 

 

黒部市岡87番

地の１ 

 

黒部地区 黒部市の区域のうち、三日市、宇奈月温

泉字桃源、宇奈月温泉字大原、宇奈月温

泉字五千僧、宇奈月町音澤字弥太平の区

域 

板倉久郎

 

 

 

 

 

富山市常盤台

５番７号 

 

 

 

 

桜木町地区 富山市の区域のうち、桜木町、総曲輪一

丁目から三丁目まで、中央通り一丁目か

ら三丁目まで、西町、山王町、白銀町、

荒町、八人町、本町、常盤町、石倉町、

蛯町、豊川町、砂町、向川原町、大手

町、太田口通り一丁目から三丁目まで、

一番町、室町通り一丁目及び二丁目、上

本町、堤町通り一丁目及び二丁目並びに

太郎丸の区域 

松木幸一

 

富山市小杉76

番地７ 

富山駅前、

呉羽地区 

 

 

 

 

富山市の区域のうち、明輪町、桜町一丁

目及び二丁目、新桜町、新富町一丁目及

び二丁目、宝町一丁目及び二丁目、内幸

町、千歳町一丁目から三丁目まで、桜橋

通り、神通本町一丁目及び二丁目、神通

町一丁目から三丁目まで、呉羽町及び茶

屋町の区域 

鎌谷克彦

 

畑  義隆

高岡市蓮花寺

65番地の６ 

高岡市大手町

４番11号 

桐木町地区 高岡市の区域のうち、下関町、末広町、

新横町、御旅屋町、宮脇町、大手町、古

城、坂下町、片原町、堀上町、片原横

町、駅南一丁目から五丁目まで、立野及

び伏木の区域 

山口吉弘 氷見市北大町

12番20号 

氷見地区 氷見市の区域のうち、朝日本町、朝日丘､ 

南大町、伊勢大町一丁目及び二丁目、本

町、比美町、柳田、窪、幸町、丸ノ内、

中央町、下田子及び上田子の区域 
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富山県公安委員会告示第12号 

   自転車の防犯登録を受けなければならない市町村の指定について 

 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する 

法律（平成５年法律第97号）附則第３項の規定により、自転車の防犯登録を受けな 

ければならない市町村を次のとおり指定する。 

 自転車の防犯登録を受けなければならない市町村の指定について（平成17年富山 

県公安委員会告示第50号）は、廃止する。 

    平成18年３月31日 

                  富山県公安委員会委員長 杉野 太加良 

 富山市、高岡市、魚津市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、 

射水市、上市町、立山町、入善町、朝日町及び舟橋村 

 

 

富山県公安委員会告示第 13号 

      少年指導委員の委嘱について 

  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 122号）第 
 
 38条第１項の規定により平成18年４月１日次のとおり少年指導委員を委嘱するので、 

  平成18年３月31日印刷発行       （小口１枚につき20円58銭 消費税含） 
少年指導委員規則第２条第２項の規定により告示する。 
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